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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成25年６月24日に提出した第50期（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。　

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

⑥　社外取締役及び社外監査役

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。

　

（訂正前）

⑥社外取締役及び社外監査役

社外監査役に１名を弁護士経験者、１名を公認会計士としております。当社との間に特別な利害関係はなく、経

営陣から著しいコントロールを受け得る者でもなく、また著しいコントロールを及ぼし得る者でもないため、東京

証券取引所及び名古屋証券取引所へ独立役員として届出をしております。また、社外取締役は設置しておりません

が、当社の管理体制は「当該企業統治の体制を採用する理由」に記載のとおりであり、現状の体制により社内外の

チェック体制は十分に機能しているものと考えております。社外監査役との連携につきましては、社内の常勤監査

役が必要に応じて社外監査役に対して重要と思われる情報を随時伝達しております。

　

（訂正後）

⑥社外取締役及び社外監査役

社外監査役に１名を弁護士経験者、１名を公認会計士としております。当社との間に特別な利害関係はなく、経

営陣から著しいコントロールを受け得る者でもなく、また著しいコントロールを及ぼし得る者でもないため、東京

証券取引所及び名古屋証券取引所へ独立役員として届出をしております。また、社外取締役は設置しておりません

が、当社の管理体制は「当該企業統治の体制を採用する理由」に記載のとおりであり、現状の体制により社内外の

チェック体制は十分に機能しているものと考えております。社外監査役との連携につきましては、社内の常勤監査

役が必要に応じて社外監査役に対して重要と思われる情報を随時伝達しております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはあ

りませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として

の職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。　
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